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健康や各種健診
についての
お知らせです

総合健（検）診のお知らせ
平成 30 年度最後の健診です。生活習慣病予防の
ためにも年に一度は必ず健診を受けましょう。

と　き ところ
１月 27日（日）、28日（月） 総合福祉センター
●受付時間　午前８時 30 分から 10 時 30 分まで
●申込方法　健診を希望する人は、１月７日（月）
までに電話でお申込みください

●健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・
大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎
ウイルス・結核検診）、特定健診、基本健診

●申し込み・問い合わせ　くらじの郷保健棟まで

HealthINFOR
MATION

母子健康手帳の交付
妊娠がわかったら、早めに母子健康手帳の交付を
受けましょう。
●とき　毎週水曜日の午前10時から11時30分まで。
妊娠している人がお越しください。日時の都合が
つかない場合はご相談ください

●ところ　くらじの郷保健棟
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）、個人番
号カードまたは個人番号通知カードと本人確認が
できるもの（運転免許証等）

　１月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者には
事前に通知をしています。ご確認ください。
●ところ　くらじの郷保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・
栄養相談など

乳幼児健診・相談

区　分 期　日 対象児

４か月健診 １月17日㈭ 平成 30 年 8 月 21 日から
平成 30 年 9 月 19 日生まれ

７か月健診
１月24日㈭

平成 30 年 5 月 25 日から
平成 30 年 6 月 28 日生まれ

12 か月健診 平成 30 年 1 月 01 日から
平成 30 年 1 月 31 日生まれ

１歳半健診
１月10日㈭

平成 29 年 6 月 7 日から
平成 29 年 7 月 10 日生まれ

３歳健診 平成 27 年 12 月 7 日から
平成 28 年 1 月 10 日生まれ

乳幼児相談 １月８日㈫ 平成 30 年 10 月 13 日から
平成 30 年 11 月 9 日生まれ

※乳幼児相談は、身体測定・育児相談・栄養相談を行います。
　申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
●問い合わせ　くらじの郷保健棟まで

特定健診を受けて、
生活習慣病を予防しましょう！
▼鞍手町は血糖値の高い人が多い！？
HbA1cの数値が基準値よりも高い人が約７割に上りました

鞍手町で平成 29年度に特定健診を受診した人は、
全体の43%、1,255 人でした。
※HbA1cは 1,176 人、空腹時血糖は 1,241 人に実施

特定健診の結果では、糖、LDLコレステロール、
血圧の高い人が多くなっています。自覚症状がなく
てもこれらの数値の高い状態が続くと全身の血管が
傷んで動脈硬化が進行します。
HbA1cは過去１～２か月の血糖値の平均を表す糖
尿病の検査項目で、糖尿病の初期には食前の血糖値
は正常で、食後だけ高くなるパターンも多く、HbA1c
は食後の高血糖に気づくのに有効です。糖尿病の発
症リスクを高める要因は、血縁に糖尿病の人がいるな
どの遺伝的要因と肥満や食べ過ぎ、運動不足などの
環境要因があります。血糖値の異常に早めに気づき、
生活習慣の改善に取り組むことで、糖尿病の発症や重
症化を予防することができます。糖尿病の初期にはほ
とんど自覚症状がないため、定期的に健康診断を受け、
血糖値などの異常に早めに気づくことが大切です。

順 位 所見ありとなる基準値 人 数 所見率

１位 HbA1c  ※糖の状態を見ます

（NGSP5.6% 以上） 815 人 69.3％

２位 LDL コレステロール
（120mg/dl 以上） 656 人 52.3％

３位 収縮期血圧
（130mmHg 以上） 646 人 51.5％

４位 空腹時血糖
（100mg/dl 以上） 582 人 46.9%

５位 腹囲  ※内臓脂肪を見ます

（男性 85cm、女性 90cm 以上） 465 人 37.1%

献血のお知らせ
一般献血を行います。ご協力をお願いします。

●とき　２月６日（水）午前９時から正午まで、午
後１時から４時まで

●対象者　18 歳から 69 歳までの人（65 歳以上の人
は 60 歳から 64 歳までに献血経験がある人）で、
男女とも体重が 50㎏以上の人

●ところ　役場玄関前
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